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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
九
十
五
号 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
第
五
十
三
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
令
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
令
を
実
施

す
る
た
め
、
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
等
の
内
容
及
び
実
施
に
関
す
る
基
準
並
び
に
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管

理
者
講
習
等
の
講
師
に
関
す
る
研
修
の
種
類
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
十
月
一
日 

国
土
交
通
大
臣 

斉
藤 

鉄
夫 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
等
の
内
容
及
び
実
施
に
関
す
る
基
準
並
び
に
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者

講
習
等
の
講
師
に
関
す
る
研
修
の
種
類
等
を
定
め
る
告
示 

（
用
語
） 

第
一
条 

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
以
下
「
安
全
規
則
」

と
い
う
。
）
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
に
基
づ
く
運
行
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の
認
定
に
関
す
る

実
施
要
領
（
平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
五
十
九
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
講
師
の
要
件
） 

第
二
条 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
の
講
師
は
、
運
行
管
理
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
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て
、
一
年
以
上
運
行
管
理
者
と
し
て
職
務
を
行
っ
た
経
験
を
有
す
る
も
の
又
は
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全

規
則
に
基
づ
く
運
行
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の
認
定
に
関
す
る
実
施
要
領
別
表
第
二
に
掲
げ
る
研
修
を
修
了
し
て

い
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
の
内
容
） 

第
三
条 

安
全
規
則
第
五
十
三
条
第
一
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
内
容
は
別
表
第
一
に
掲
げ
る
講
習
項

目
、
内
容
及
び
時
間
と
す
る
。 

 

（
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
定
期
講
習
の
内
容
） 

第
四
条 

安
全
規
則
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
令
第
五
十
三
条
第
一
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で

定
め
る
内
容
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
講
習
項
目
、
内
容
及
び
時
間
と
す
る
。 

 

（
講
習
事
務
の
実
施
に
係
る
遵
守
事
項
） 

第
五
条 

安
全
規
則
第
五
十
三
条
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

少
な
く
と
も
毎
年
度
一
回
（
講
師
と
し
て
選
任
さ
れ
た
日
の
属
す
る
年
度
を
除
く
。)

、
貨
物
軽
自
動
車
安
全
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管
理
者
講
習
の
実
施
者
が
実
施
す
る
次
条
第
二
号
に
規
定
す
る
研
修
に
講
師
を
参
加
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 
毎
年
度
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
前
年
度
の
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
の
実
施
の
結
果
及
び
前
年
度
の

講
師
の
研
修
に
関
す
る
報
告
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
を
実
施
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
記
録
簿
（
そ
の
作
成

に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
作
成
し
、
当
該

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
を
実
施
し
た
日
か
ら
、
少
な
く
と
も
十
年
間
保
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
の
実
施
日
時
及
び
項
目 

ロ 

安
全
規
則
第
四
十
八
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
講
師
以
外
の
者
が
補
助
者
と
し
て
貨

物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
を
実
施
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
助
者
の
氏
名 

四 

運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
求
め
に
応
じ
て
、
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
の
実
施
の
状
況
に
関

し
て
必
要
な
情
報
の
提
供
を
速
や
か
に
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 



 

 

- 4 - 

五 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
修
了
者
台
帳
（

そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
作
成

し
、
当
該
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
を
実
施
し
た
日
か
ら
少
な
く
と
も
十
年
間
保
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

イ 

修
了
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日 

ロ 

修
了
年
月
日 

ハ 

第
七
号
ニ
の
規
定
に
よ
り
修
了
者
に
付
さ
れ
た
修
了
番
号 

六 

運
転
免
許
証
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
）

そ
の
他
の
書
類
に
よ
り
、
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。 

七 

安
全
規
則
第
五
十
四
条
第
五
号
に
掲
げ
る
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
修
了
証
明
書
（
当
該
修
了
証
明
書

に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
し
、
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当
該
修
了
証
明
書
の
交
付
に
よ
り
、
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
を
行
う
も
の
で
あ

る
こ
と
。 

イ 
修
了
者
の
氏
名 

ロ 

修
了
年
月
日 

ハ 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
の
実
施
機
関
の
名
称 

ニ 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
修
了
証
明
書
の
交
付
に
当
た
っ
て
修
了
者
に
付
さ
れ
る
修
了
番
号 

八 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
修
了
証
明
書
を
汚
し
、
損
じ
、
又
は
失
っ
た
者
等
か
ら
、
当
該
修
了
証
明
書

の
再
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

九 

受
講
者
か
ら
受
講
履
歴
の
証
明
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
保
存
し
て
い
る
修
了
者
台

帳
の
記
録
に
基
づ
き
受
講
の
証
明
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

十 

受
講
者
が
所
属
す
る
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
か
ら
の
修
了
試
問
の
結
果
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
速
や
か

に
回
答
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 
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（
講
習
の
講
師
に
対
す
る
研
修
の
基
準
） 

第
六
条 
安
全
規
則
第
五
十
三
条
第
三
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
は
、
講
師
と
し
て
貨
物
軽
自
動

車
安
全
管
理
者
講
習
の
実
施
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

新
た
に
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
の
講
師
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
研
修
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第

三
に
掲
げ
る
内
容
を
含
む
こ
と
。 

二 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
の
講
師
で
あ
る
者
に
対
す
る
研
修
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
四
に
掲
げ
る
内
容

を
含
む
こ
と
。 

２ 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
の
講
師
が
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
に
基
づ
く
運
行
の
管
理
に

関
す
る
講
習
の
認
定
に
関
す
る
実
施
要
領
別
表
第
四
に
掲
げ
る
研
修
を
受
講
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
二

号
に
掲
げ
る
内
容
を
含
む
研
修
を
受
講
し
た
も
の
と
み
な
す
。 
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（
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
定
期
講
習
に
関
す
る
準
用
） 

第
七
条 

第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
定
期
講
習
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
条 

安
全
規
則
第
五
十
三
条
第
二
号 

安
全
規
則
第
六
十
一
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
令
第
五
十
三
条
第
二

号 

第
五
条
第
三
号
ロ 

安
全
規
則
第
四
十
八
条
第
二
項
第
五

号 

安
全
規
則
第
六
十
一
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
令
第
四
十
八
条
第
二

項
第
五
号 

第
五
条
第
五
号 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
修
了

者
台
帳 

次
に
掲
げ
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る

事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
た
修



 

 

- 8 - 

了
者
台
帳 

第
五
条
第
七
号 

安
全
規
則
第
五
十
四
条
第
五
号 

 

安
全
規
則
第
六
十
一
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
令
第
五
十
四
条
第
五

号 

第
五
条
第
七
号
及
び
第
八
号 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
修

了
証
明
書 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
定
期

講
習
修
了
証
明
書 

第
五
条
第
七
号 
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る 

次
に
掲
げ
る
事
項
（
ニ
に
掲
げ
る

事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
す
る 

第
六
条
第
一
項 

安
全
規
則
第
五
十
三
条
第
三
号 

安
全
規
則
第
六
十
一
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
令
第
五
十
三
条
第
三

号 
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別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
） 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習 

講
習
項
目 

内
容 

時
間 

自
動
車
運
送
事
業
、
道
路
交
通
等
に
関
す
る
法
令 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元

年
法
律
第
八
十
三
号
）
、
安
全
規
則

、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
、
自
動
車

点
検
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省

令
第
七
十
号
）
、
自
動
車
事
故
報
告

規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第

百
四
号
）
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三

十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
、
労
働
基

五
時
間 
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準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十

九
号
）
そ
の
他
関
連
す
る
政
令
、
省

令
、
告
示
及
び
通
達 

運
行
管
理
の
業
務
に
関
す
る
こ
と 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
制
度
の

趣
旨
及
び
内
容
並
び
に
安
全
規
則
に

基
づ
く
運
行
管
理
の
実
務 

自
動
車
事
故
防
止
に
関
す
る
こ
と 

飲
酒
運
転
防
止
、
労
務
管
理
、
健
康

管
理
等
に
関
す
る
基
礎
知
識 

修
了
試
問
及
び
補
習 

講
習
の
効
果
を
判
断
す
る
た
め
の
修

了
試
問
及
び
所
定
の
能
力
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
者
に
対
す
る

補
習 



 

 

- 11 - 

 

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
） 

備
考 

 
こ
の
時
間
の
欄
の
時
間
は
、
最
低
時
間
で
あ
っ
て
、
最
低
時
間
以
上
講
習
を
実
施
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は

な
い
。 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
定
期
講
習 

講
習
項
目 

内
容 

時
間 

自
動
車
運
送
事
業
、
道
路
交
通
等
に
関
す
る
法
令 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
、
安
全
規

則
、
道
路
運
送
車
両
法
、
自
動
車
点

検
基
準
、
自
動
車
事
故
報
告
規
則
、

道
路
交
通
法
、
労
働
基
準
法
そ
の
他

関
連
す
る
政
令
、
省
令
、
告
示
及
び

二
時
間 
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通
達 

運
行
管
理
の
業
務
に
関
す
る
こ
と 

最
新
の
情
報
に
基
づ
く
運
行
管
理
の

実
務 

自
動
車
事
故
防
止
に
関
す
る
こ
と 

事
故
事
例
に
基
づ
く
事
故
防
止
対
策 

修
了
試
問
及
び
補
習 

講
習
の
効
果
を
判
断
す
る
た
め
の
修

了
試
問
及
び
所
定
の
能
力
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
者
に
対
す
る

補
習 

備
考 

 

こ
の
時
間
の
欄
の
時
間
は
、
最
低
時
間
で
あ
っ
て
、
最
低
時
間
以
上
講
習
を
実
施
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は

な
い
。 
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別
表
第
三
（
第
六
条
関
係
） 

 

別
表
第
四
（
第
六
条
関
係
） 

 
 

研
修
内
容 

時
間 

講
師
と
し
て
の
心
構
え 

〇
・
五
時
間 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
に
関
す
る
知
識 

五
時
間 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
に
関
す
る
実
施
方
法 

二
時
間 

研
修
内
容 

時
間 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
に
関
す
る
知
識 

三
時
間 

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
講
習
に
関
す
る
実
施
方
法 

〇
・
五
時
間 
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附 

則 

こ
の
告
示
は
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年

十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 


